
 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊西部方面隊が令和７年度の職業訓練として退職予定隊員に受講させる

車両(自動車)操縦訓練について規定する。 

1.2 用語及び定義 

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１及びＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ００ 

０００９による。 

1.3 引用文書 

この仕様書に引用する文書は，その仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すも 

のであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

1.3.1 仕様書 

 ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

 

2 役務に関する要求 

2.1 実施時期 

 令和７年５月１日（木）～令和８年３月３１日（火）の間 

2.2 実施場所 

 契約の相手方の指定する都道府県公安委員会指定の自動車学校等の教習施設 

2.3 受講予定者 

 定年退職の概ね２～３年前の年齢５０歳代の自衛官及び任期満了退職の概ね１～２年前の年齢 

２０歳代の自衛官 

2.4 訓練内容等 

2.4.1 訓練目的 

 退職予定隊員に対し,退職後の再就職に必要となる車両（自動車）免許の取得に必要な知識及び技

能を習得させる。 

2.4.2 訓練方式 

 契約の相手方が指定する都道府県公安委員会指定の自動車学校等の教習施設において,契約の相手

方が準備する宿泊施設に宿泊しての合宿方式,受講者が所在する駐屯地等から契約の相手方が準備す

る移動手段による送迎又は交通費を支給しての通修方式での受講とする。 
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2.4.3 訓練する免許の種類,受講者数等 

a) 訓練する免許の種類,受講者数等は,別紙第１「訓練免許,条件及び受講予定者数」のとおりと 

 する。 

b) 教育時間（期間）は,実施時期の範囲内において,契約の相手方が定める時間（期間）とする。 

2.4.4 受講単価（各訓練免許共通） 

a) 契約の相手方は,実施する訓練を宿泊による合宿方式又は通修方式とし,単価を設定する。この

際,単価は,訓練する免許の種類及び受講者の保有免許ごとに設定するものとする。 

b) １名分の単価には,学科教習費（教材費）,技能教習費,検定費（審査交付料を含む。）,入所金等

の事務手続費,交通費等,訓練に必要な一切を含むものとする。また,合宿方式による訓練の場合

は,宿泊費,食費,受講者が所在する駐屯地等と宿泊施設間の移動に係る経費（入校時及び卒業時の

一往復分）を含め,契約の相手方が負担するものとする。   

2.4.5 実施要領等 

a)  契約締結後，西部方面総監部人事部援護業務課援護教育センター（以下，「援護教育センター」

という。）は,契約の相手方に対し，受講者名簿を交付する。契約の相手方は,この受講者名簿に基

づき,各受講者の受講時期及び受講教習施設を計画し,援護教育センターと調整を実施するものと

する。 

b) 援護教育センターは,各受講者に対し,受講時期,受講教習施設を通知するとともに,契約の相手

方が指定する方法で入校（受講）申込みを実施させる。 

c) 契約の相手方は,受講者の入校（受講）申込みの受理以降,各受講者と必要な処置事項等について

直接連絡,調整を実施するものとする。 

d) 本訓練の受講に伴う移動については,契約の相手方において実施するものとし,各受講者の移動

要領について適切に計画し,各受講者に通知するものとする。 

e) 援護教育センターは, 契約締結後に受講者に変更が生じた場合は,契約の相手方へ通知すると

ともに,相互に協議するものとする。 

f) 契約の相手方は,受講者が予定した受講時期に受講することができない事情（健康状態等,本人

に起因するもの,部隊業務に起因するもの,災害等の発生等）が生起した場合,援護教育センターと

協議し受講時期を変更するものとする。 

g) 契約の相手方は,各訓練免許の取得に必要な一般的な基準期間内に,各訓練免許の取得ができな

い見込みと判断した場合は,直ちに援護教育センターに通知し,以降の受講等について協議するも

のとする。 

h) 契約の相手方は,各訓練免許ごとに全受講者の受講終了後,速やかに別紙第２「訓練修了通知」を

援護教育センターに提出するものとする。 

 

3 検査等 

3.1 検査 

この仕様書によるほか，契約担当官の任命する検査官が実施する。 

3.2 監督 

 この仕様書によるほか,訓練の実施状況について,契約担当官の任命する監督官が実施する。 
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3.3 個人情報 

 契約の相手方が知り得た個人情報は，第三者への伝達，提供等をしてはならない。また，教育に 

おいて,受講者の個人情報を文書等により提供させた場合は，教育終了後,速やかに本人に返納する

ものとする。 

 

4 仕様書に関する疑義 

 この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 8.3 による。 
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別紙第１ 

訓練免許,条件及び受講予定者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－４－ 

訓練免許 条件（保有免許） 受講予定者数 

第一種大型自動車（九州） 第一種普通（ＭＴ） ２ 

第一種大型自衛隊車両限定解除（九州） 第一種大型（自衛隊車両限定） １４ 

第一種準中型（九州） 第一種普通（ＭＴ） １ 

第一種普通自動車（九州） 免許なし ３７ 

第一種普通自動車ＡＴ限定（九州） 免許なし １４ 

第一種普通自動車（沖縄） 免許なし ８ 

第二種大型自動車（九州） 第一種大型 ６１ 

第二種大型自動車（沖縄） 第一種大型 ８ 

第二種普通自動車（九州） 第一種準中型５ｔ以上 ３２ 

第二種普通自動車（沖縄） 第一種準中型５ｔ以上 ３ 

けん引（九州） 第一種普通（ＭＴ）以上 ８ 

大型特殊（九州） 第一種普通以上 ２３ 

大型特殊（沖縄） 第一種普通以上 ６ 



別紙第２ 

 

訓練修了通知 

訓練免許 所 属 氏 名 
開始～修了年月日 

（未了の場合,修了年月日「×」） 
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